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序

序

　
堀
江
湛
先
生
は
一
九
九
七
年
三
月
を
も
っ
て
定
年
退
職
を
迎
え
ら
れ
る
。
先
生
が
法
学
部
副
手
に
就
任
さ
れ
た
の
が
一
九
五
八
年
四
月

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
実
に
三
九
年
の
長
き
に
わ
た
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
堀
江
先
生
は
一
貫
し
て
政
治
理
論
と
現
代
日
本
政
治
の
研

究
と
教
育
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
。

　
若
き
日
の
堀
江
先
生
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
、
特
に
行
動
論
的
政
治
学
に
関
心
を
持
た
れ
た
。
私
の
学
生
時
代
に
先
生
が
『
法
学
研

究
』
に
発
表
さ
れ
た
「
社
会
変
動
と
投
票
行
動
の
分
化
」
と
い
う
論
文
に
接
し
た
と
き
、
新
鮮
な
興
味
を
覚
え
た
こ
と
を
今
で
も
記
憶
し

て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
九
年
に
同
じ
く
『
法
学
研
究
』
に
執
筆
さ
れ
た
「
『
政
治
学
の
科
学
化
』
の
意
味
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
は
、

カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
の
議
論
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
学
院
時
代
、
亡
く
な
ら
れ
た
潮
田
江
次
先
生
の
下
で
＞
3
0
一
α
　
卑
8
耳

ぎ
ミ
融
ミ
↓
ぎ
o
遷
を
講
読
し
て
い
た
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。

　
堀
江
湛
先
生
は
政
治
理
論
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
常
に
現
実
の
政
治
の
分
析
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
自
ら
に
課
す
と
同
時
に
、
学
生
を

も
そ
の
よ
う
な
方
向
で
指
導
さ
れ
て
き
た
。
今
日
で
は
現
代
日
本
政
治
の
分
析
が
政
治
学
研
究
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、

政
治
哲
学
や
政
治
思
想
の
研
究
が
依
然
と
し
て
主
流
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
も
先
生
の
先
駆
的
役
割
が
評
価
さ
れ
る
。
著
作
目
録
を
一
瞥
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
た
選
挙
、

政
党
、
議
会
な
ど
に
関
す
る
多
く
の
論
文
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
近
年
堀
江
先
生
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
日
本
の
政
治
改
革
に
情
熱
を
傾
け
て
お
ら
れ
る
。
先
生
は
、
宇
野
、
海
部
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両
内
閣
の
下
で
の
第
八
次
選
挙
制
度
審
議
会
に
参
加
し
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
に
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
を
導
入
す
る
こ
と
を
強
く

主
張
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
骨
格
は
今
日
の
衆
議
院
の
選
挙
制
度
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
一
九
九
二
年
か
ら
政
治
改
革
推
進

協
議
会
（
民
間
政
治
臨
調
）
に
第
二
委
員
会
委
員
長
（
現
在
、
幹
事
）
と
し
て
参
加
さ
れ
国
民
運
動
を
展
開
し
、
政
治
改
革
に
大
き
な
影
響

を
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
現
在
で
は
一
九
九
五
年
よ
り
村
山
、
橋
本
両
内
閣
の
下
で
地
方
分
権
推
進
委
員
会
委
員
長
代
理
を
務
め
て
お

ら
れ
る
。

　
堀
江
先
生
の
学
部
学
生
に
対
す
る
指
導
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
学
院
の
学
生
を
研
究
者
に
育
て
る
た
め
の
努
力
と
功
績
に
は
目
ざ
ま

し
い
も
の
が
あ
る
。
多
く
の
若
い
研
究
者
が
先
生
の
研
究
会
か
ら
巣
立
っ
て
い
っ
た
。
大
学
院
の
学
生
を
学
界
に
送
り
だ
す
た
め
に
は
研

究
成
果
を
発
表
す
る
機
会
を
用
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先
生
が
編
集
の
労
を
と
ら
れ
た
何
冊
か
の
著
作
に
は
こ
の
よ
う
な
配
慮
か

ら
な
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
先
生
の
研
究
科
委
員
長
時
代
に
始
め
ら
れ
た
『
法
学
政
治
学
論
究
』
も
こ
の
よ
う
な
目
的
に
沿
っ
た

も
の
で
あ
り
、
今
日
学
術
雑
誌
と
し
て
そ
の
評
価
を
得
て
い
る
。

　
堀
江
先
生
は
、
長
年
に
わ
た
り
日
本
政
治
学
会
、
日
本
選
挙
学
会
、
日
本
新
聞
学
会
、
日
本
法
政
学
会
の
理
事
を
務
め
ら
れ
、
特
に
一

九
八
七
～
八
九
年
に
は
日
本
選
挙
学
会
理
事
長
と
し
て
学
会
を
指
導
さ
れ
、
現
在
で
も
第
一
六
期
日
本
学
術
会
議
会
員
を
務
め
て
お
ら
れ

る
。
こ
れ
以
外
に
先
生
は
、
文
部
省
、
法
務
省
な
ど
の
審
議
会
で
も
委
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
。
特
に
大
学
審
議
会
の
大
学
院
部
会
専
門

委
員
と
し
て
大
学
院
設
置
基
準
の
改
正
に
果
た
さ
れ
た
役
割
は
大
き
い
。

　
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
海
外
留
学
は
、
学
問
の
新
し
い
地
平
線
を
切
り
開
く
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
常
性
か
ら
脱
却
し
て
ほ

っ
と
す
る
と
き
で
も
あ
る
。
堀
江
先
生
は
、
一
九
六
六
～
六
七
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
イ
校
と
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
、
一
九

八
四
年
に
は
M
I
T
に
留
学
さ
れ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
留
学
中
に
先
生
は
シ
ア
ト
ル
を
訪
ね
ら
れ
た
。
当
時
私
は
州
立
ワ
シ
ン
ト

ン
大
学
の
大
学
院
に
籍
を
置
く
学
生
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
か
ら
想
い
出
し
て
も
楽
し
い
一
時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
こ
の
よ
う
な
機
会

が
な
い
し
、
今
後
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
当
時
が
懐
か
し
く
想
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
堀
江
湛
先
生
の
大
学
行
政
に
対
す
る
多
大
な
貢
献
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
先
生
は
、
一
九
七
七
～
八
一
年
の
間
石
川
忠
雄
塾

長
の
下
で
常
任
理
事
を
務
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
九
八
五
～
九
三
年
の
八
年
間
法
学
部
長
を
務
め
ら
れ
た
。
私
は
こ
の
間
ず
っ
と
学
部
長

補
佐
と
し
て
学
部
長
の
苦
悩
を
見
て
き
た
。
こ
の
苦
悩
は
見
る
の
と
味
わ
う
の
と
は
大
い
に
異
な
る
。
今
私
は
そ
の
苦
悩
を
味
わ
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
に
お
か
れ
た
私
は
、
先
生
の
精
神
の
強
靱
さ
に
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
い
る
。
先
生
が

法
学
部
長
と
し
て
な
し
遂
げ
ら
れ
た
多
く
の
こ
と
の
な
か
で
、
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
正
、
特
に
語
学
に
お
け
る
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
・

コ
ー
ス
の
導
入
、
博
士
論
文
作
成
体
制
の
整
備
、
お
よ
び
将
来
の
高
学
歴
社
会
を
見
越
し
た
大
学
院
の
拡
充
な
ど
は
今
日
で
も
法
学
部
に

引
き
継
が
れ
、
発
展
し
て
い
る
。

　
堀
江
湛
先
生
が
間
も
な
く
ご
退
職
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
私
は
先
生
が
健
康
を
維
持
さ
れ
、
引
き
続
き
現
実
の
政
治
に
提
言
を
行
い
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
を
集
大
成
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

一
九
九
六
年
一
二
月

法
学
部
長
　
山
田
辰
雄

序
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